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　本研究では,日 英両国の公営住宅管理の実態について,イ ギ リスの居住者管理組織による管理 と大阪府営住宅を事例

として実態 を調査 し,日 本がイギ リスから学ぶべ き点について考察 した。 日英の公営住宅はともにス トック改善 と入居

者の高齢 ・低所得化が問題 となっている。管理システムについては,日 本がイギ リスから学ぶべき点 として,① 管理主

体の役割の明確化,② 居住者参加の体制,③ アカウンタビリティ,④ 効率化,⑤ 専門性 と活動支援,の5点 を指摘

した。

キ ー ワー ド:1)  P,Tt, 2) it-t fl, 3)居 住 者参加, 4)居 住 者管理組 織,5) 残余化

A STUDY ON REFORM OF　 PUBLIC　 HOUS旧G　 MANAGEMENT　 SYSTEM　 IN

-ACreative　 Adaptation　 of　English　 Model一

JAPAN

              Ch. Yumiko Horita 

Mem. Tamiyo Watanabe, Junko Mihara and Yoko Yasuno

  This study aims at proposing a reform of public housing management system in Japan through the experiences of tenant 
management organisation (TMO) in England. The first part of the paper shows council housing stock conditions and characteristics 
of the council tenants in England and Osaka prefecture. It is found that the housing stock need renovation and the majority of the 
tenants are elderly and low income people in both areas. The second part describes how TMO the housing division and the agency 
of Osaka prefectural government manages council housing, and examines the implications for reform of public housing 
management system in Japan; separation between strategic role and service provision, tenant participation, improvement of 
accountability, value for money and professionalism and tenants support.

1.研 究の背景と目的

　本 研 究 は,イ ギ リス の 居 住 者 管 理組 織(Tenant

Management　 Organisation,以 下TMO)に ょる公営住宅管

理の手法をモデル として,日 本に適用可能な公的賃貸住

宅管理システムの提案を行 うことを目的とする。

　具体的には,日 英両国の公営住宅セクターが抱 える問

題を明 らかに した上で,大 阪府営住宅 とイギ リスのTMO

による公営住宅管理の手法を比較す る。

　 日本の公営住宅では,共 同部分の管理やコミュニティ

の育成は,団 地の 自治会が大きな役割を果た してきた。

しか し,こ うした居住者による住宅管理は,居 住者の高

齢化に伴い,そ の維持が困難になってきている。行政が

すべての住宅管理 を担 うことは,財 政的かつ技術的に困

難であ り,居 住者組織の機能低下を認識 しつつも,居 住

者にその大半を委ねている。一方,イ ギリスの公営住宅

も日本 と同様 に,居 住者の高齢化 ・低所得化,住 宅ス ト

ックの低質化,自 治体の財政難 といった問題が深刻であ

る。 しか し,こ うした問題に対応するべ く,民 間非営利
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組織の活用が積極的に行われている。荒廃 した公営住宅

団地では,団 地の再生を目指 して,居 住者管理組織が積

極的な活動を展開 し,成 果を挙げている。

　 日本でも,非 営利組織の活動は一定の成長 を見せてお

り,特 に行政サー ビスの行き届かない分野での非営利組

織の活躍は目覚 しい。問題を抱える目本の公的賃貸住宅

管理 システムにおいて,こ うした非営利組織が活動を展

開す る可能性を模索することは一考に価す ると考える。

　研究の方法は,日 英両国の公営住宅入居者の属性につ

いて統計データから明らかにした。また,公 営住宅管理

の実態については,既 存研究の レビュー及び政府刊行の

資料を分析 した。更に,大 阪府営住宅を対象として,大

阪府住宅管理担当者 とS団 地 とY団 地の自治会役員,イ

ギ リスロン ドン市のウェス トミンスター区及びカムデン

区の住宅管理担当者 と当該区のTMOに 対 して,そ れぞ

れヒア リング調査を実施 した。
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日本の公 的賃貸 住 宅管 理 を扱 ってい る既 往研 究 は

1990年 代初めのものが多 い。梶浦・・1)は,共同住宅の管理

を維持管理,運 営管理,生 活管理 にわけ,そ れぞれの側

面において住宅分野の専門家や社会福祉的な組織が支援

を行 ってい く必要があると述べている。また延藤・・,は日

本における公団団地の居住者管理 とイ ギリスの管理 コー

ポラティブを比較 し,参 加実現のためには自治会が管理

を担 うべ き組織 として発展す ること,専 門家による支援

などが必要であると述べている。イギ リスの公営住宅管

理については,中 島…がイギ リスの基礎 自治体における

住宅管理システムの管理実態を,地 方 自治体の視点から

検討 している。 どれ も公的住宅の管理問題に対 して多く

の示唆を含んだ研究であるが,本 研究は,こ れ らの既往

研究を踏まえて,日 英の公営住宅における今 目的状況を

比較 し,具 体的な管理方法 についての提案を試みる。

2.日 英の公営住宅事情

イギ リスでは,国 民の所得水準の増加や住宅金融市場

の発展を背景に,持 家 は,大 戦間期か ら徐々に増加 し始

めた。第2次 大戦後には,公 営住宅が大量に供給 された

が,1980年 に導入 された購入権政策 によって居住者へ と

払い下げられた。 この国家的な持家取得奨励策 をてこと

して,1980年 代持家は急増 した。その一方で,公 営住宅

セクターには,劣 悪なス トックが集積 し,居 住者も収入

のない人々に偏 るとい う事態に陥っていったのである。

わが国はイギ リス と比べ,公 的賃貸住宅ス トックがわ

ずかであるにもかかわらず,イ ギ リス と類似 した残余化

傾向が見 られ る。本章では,目 英における公営住宅セク

ターのそれぞれの現状 を,ス トックコンディションと居

住者特性の点か ら明 らかに し,両 国の公営住宅セクター

に共通 した問題 点を抽出す る。 日本の公営住宅について

は,大 阪府営住宅のデータを,イ ギ リスの公営住宅につ

いては,イ ングラン ドの公営住宅のデータを利用す る。

2.1大 阪府営住宅

大阪府営住宅のス トックに関する中心的課題は,建 替

の困難 さにある。直接,間 接を問わず,国 家的に公的住

宅供給の縮小化 が進む 中,老 朽化 した団地の建替 は,費

用の面で大きなネックとなっている。

大阪府下の公 的住宅は,全 住宅の7.1%を 占め,全 国

的に見て も,公 的賃貸住宅の割合が高い。府営住宅のス

トックだけを見ると,全 住宅のおよそ3.4%で ある(表2

-1) 。現在,府 営住宅の新規供給は,ほ ぼ停止 された状

態であ り,年間2000戸 前後 の建替による供給力弐あるのみ

である(図2-1)。2000年 度の管理基礎資料によると,

1999年 までで既 に耐用年数が過 ぎているものが2662戸

ある。表2-2は,建 設時期別に管理住宅戸数 を示 したも

のであるが,昭 和45年 までに建て られた ものが全体の

50%,全 体の70%は 昭和50年 までに建て られた もので

あ り,全 府営住宅管理戸数の大半 を占めている。

大阪府は,木 造住宅 と簡易耐火住宅は建替る方針を示

しているが,こ れ らの総戸数を全て合わせると1万 戸 を

超 える。府は,建 替に際 して,団 地の敷地を分割 し,そ

の一部 を売却す ることで建替費用を捻 出しようとしてい

るが,こ の場合,団 地の敷地は減少するので,必 要戸数

を確保するには,住 宅の高層化が必要 となる。こ うした

建替計画は,財 政面での問題 をク リアすることにはなる

であろ うが,必 ず しも住環境の向上をもたらす とは限 ら

ない。

中層耐火住宅についても,4.5%に あたる6000戸 程が

建設後40年 を経過 している。この種のほとんどは,1960

年代～70年 代半ばに建設されてお り,住 宅規模が小 さく,

現在の居住ニーズにも十分対応できていないため,住 宅

改善が必要 となっている。大阪府は,中 層耐火住宅に対

しては,ス トック活用計画を作成 し,住 宅改善を図るこ

とを示 しているが,財 源不足が大きな課題 となっている。

また,公 営住宅需要は,全 体 として潜在的に高いにも

かかわらず,郊 外部に建設 された団地では,空 家が多数

発生 してお り,地域的に需要の減少がみ られる(図2-2)。

公営住宅の募集倍率も全体的に減少 してお り,地 域的な

格差が見 られる(図2・ 一一3)。近年の地価下落及び民間賃

貸住宅の家賃下落や都 心回帰の傾 向に加え,ロ ケーシ ョ

ンが悪 くス トックも十分に魅力的でない府営住宅は,収

入が見込める勤労世帯の需要を低 下させている。 これま

での戸数主義の住宅供給計画がもた らした結果 であると

いえよう。



1996年 に公営住宅法が改正 され,公 営住宅は,よ り住

宅に困窮する者に対す る住宅 として供給され るべきであ

るとい う方針が一層強化され,入 居資格の所得制限が厳

しくなるとともに,応 能応益家賃が導入 された。 この法

改正以降,大 阪府では,家 賃及び居住者の属性に変化が

見 られた。まず,大 阪府の家賃収入が,法 施行年の1998

年を境に大幅な減収 となった(図2--4)。 管理戸数が増

えているにも関わ らず減収 となっていることか ら,1戸

当た りの家賃額が全体 としては低下したことが推測でき

る。居住者の家賃負担については,1999年 時点の所得階

層別の家賃を見ると,所 得階層の低い世帯では低比較的

安い家賃を,所 得階層の高い世帯では高い家賃を支払っ

ている傾向が うかがえる(表2-3)。 また,収 入超過の

世帯には近傍同種の民間賃貸住宅家賃の最高2倍 の家賃

が課せ られることか ら,退去する世帯が増えてお り,1997

年以降収入超過者数は年々減少 している(図2-5)。 府

営住宅入居世帯の世帯主年齢は,府 全体の高齢世帯と比

べて65歳 以上の高齢世帯が10%ほ ど高い。所得につい

て も,第1分 位の世帯が60%以 上を占めてお り,か つそ

の約半分は60歳 以上の世帯である。高齢 ・低所得の世帯

が集積 していることを如実に示 している(表2--4 ,2-5)。

2.2イ ギ リスの公営住宅

イギ リスにおける住宅の所有形態は,日 本と比較する

と,地 方 自治体及び非営利組織の供給する公的賃貸住宅

の割合が高い。ロン ドンでは現在でも公営住宅が20%も

の割合を占めているが(表2-6),近 年大規模 自主移管

などを通 じて,大 量の公営住宅が非営利組織へ と移管さ

れてお り,その割合はますます小さくなっている。また,

供給フローも日本と同様わずかである(表2--7)。

イギリスにおいても,公 営住宅の最大の課題は財政難

の下でのス トック改善である。公営住宅の自主移管が積

極的に進められているのも,公 共投資だけでなく民間融



資をも住宅改善に利用できるか らである。1996年 の住宅

コンディション調査では,公 営住宅ス トックの うち居住

に適 さない住宅の割合 は7.3%で あり,こ れらを適切に

改善するためには10兆 ポン ドが必要であるという・%

ス トック問題に加 えて深刻な問題が,入 居者層の問題

である。図2-6を 見ると,公 営住宅入居世帯における

65歳 以上の割合が,持 家及び民間賃貸 と比較 して圧倒的

に多い。また,図2-7か らは,20年 程前に比べて一定

の収入のある世帯主の割合が大きく減少 し,退 職者が増

加 したことがわかる1。また,イ ギ リスの公営住宅は,全

居住世帯に対するエスニックマイノリティの割合が高い

ことも特筆すべき点であろう。 こうしたス トックの劣悪

化 と入居者階層の残余化が公営住宅に犯罪やスティグマ

を誘引し,公 営住宅団地に荒廃 をもた らしている。

日本では近年ス トック改善が謳われ始めたものの,建 替

による全面的な改善が主流である。また,入 居者階層の

問題に関して も,日 本では高齢者の増加 とそれに伴 う福

祉サー ビスの充実が問題 となっているのに対 して,イ ギ

リスでは低所得者層の集積やエスニ ックマイノリティの

問題が深刻に捉えられている。 日英両国の公営住宅は,

その歴史的発展や問題の現れ方に多少 の相違が見られる

が,財 政難の下でのス トック改善 と入居者階層の残余化

とい う点は共通 した課題である。

3.大 阪府営住宅の管理システムの歴史的変遷と実態

大阪府における公営住宅の管理 システムは,簡 潔に言

えば,現 在の大阪府営住宅の管理業務は大阪府建築都市

部の住宅管理課(以 下,管 理課),財 団法人大阪府住宅管

理センター(以 下,管 理センター),公 営住宅団地内の自

治会(居 住者)お よび連絡員の3っ の主体によって行わ

れている。大阪府営住宅の管理システムを示 したのが図

3-一一1である。以下では,ま ずそれ らの主体による管理体

制を歴史的に整理 し,各 主体の管理業務内容を明確に し

た上で,管 理 システムの実態 と問題点を明らかにする。

2.3問 題の共通性

両国の公営住宅を視察する限 り,住 宅ス トックは,バ

ンダリズム等によって居住不可能な状態になったス トッ

クが多数見 られるイギ リスよりも,日 本のものが管理状

態がよい。イギ リスにおけるス トックの改善は,一 般的

設備及び安全対策等に焦点がおかれているのに対 して,

3.1府 営住宅管理体制の歴史的変遷

1978年 以前の府営住宅の管理は住宅管理人によっ

て行われていた。当時,府 営住宅には非常勤嘱託員が住

宅管理人 として府営住宅に居住 し,府 に対す る連絡,自

治会運営のサポー ト,住 民間のもめごと ・苦情の処理,

住宅内設備の処理の依頼受け,一 般修繕の申し出などを

行っていた。管理人制度下では,入 居者にとっての窓口

は管理人の住戸であ り,現 在のよ うに居住者が住宅管理

事務所に赴 く必要がなかった。 しか し,建 設省の指導に

よって収入基準を超える府職員が府営住宅に入居するの

は違法であるとの判断が下され,管 理人制度は廃止にな

り,1978年 以降は連絡員制度へ と移行 した。住宅管理人

制度は,管 理人が府職員であったため居住者 との関係は

良くなかったとい う2。

1970年,管 理課がそれまで行 っていた府営住宅の維持



保全に関する事務は,1967年 に設立された管理センター

に委託 された3。1990年 には,不 正入居や無断退去な どの

入居者管理及び府営住宅駐車場経営事業が開始 され,

1998年 には入居者の募集 ・抽選 ・審査な どを含めて全面

的な管理業務を管理センターが受託するようになった。

第3セ クターである管理センターの業務が拡大 した背景

には,民 活化の促進 と大阪府の深刻 な財政不足による公

務員削減 とい う事情があ り,管 理課の職員数は削減 され

た。これ よって一見人件費の削減が進んだかに見えたが,

それは単に府職員の人件費が管理センターへの管理委託

金 に置 き換 えられただけであった。府営住宅管理の管理

課か ら管理センターへの委託は,そ の効率性,入 居者に

対するサービスといった点から実行 されたわけではなか

った。

渉するといった声が聞かれた5。管理センターは団地内で

の髭 ㌔∵里や住要求等への対応に対 して管理課の判断を

仰 ぐことが多 く,管 理課から独立して仕事を行えなくな

っている。そのために事務処理が遅れ,入 居者への対応

が遅れることとい う不具合が度々発生する。また,補 修

工事の業者選定にあたっては,入 札を行わず,あ る特定

の業者に発注 している。 こうした状況は管理サービスの

質の向上を妨げる要因 となる可能性が高い。 また,ア カ

ウンタビリティを十分果た しているかも疑わ しい。

3.2大 阪府住宅管理課による管理業務

管理課の主な管理業務は,団 地の老朽化に伴 う大規模

修繕計画や一部屋増築といった住戸改善,中 層住宅にお

けるエ レベーターの設置や室内の段差解消 といったバ リ

アフリー化改修計画等の策定である。 これ らは管理課の

施設グループと施設管理グループによって行われている。

修繕 ・改修計画に加 えて,管 理課の重要な業務は家賃滞

納に対す る取立てや強制執行 といった法的措置である。

ヒア リング調査の結果明らかになったことは,第1に

管理課が管理センターに対 して実務的な指導や監督 を行

っていないこと,第2に 大阪府内の公営住宅団地の実状

をオンタイムで把握 していないことである。管理セ ンタ

ーは,管 理課に対 して公営住宅団地の実状を報告 してお

らず,そ の義務もない。また入居者に対する福祉サービ

スの必要性を認識 しっっも,管 理課 と福祉部局の間には

連携が図 られていなかった。

3.3(財)大 阪府住宅管理センターによる管理業務

大阪府管理センター(以 下,管 理センター)は 大阪府

および大阪府住宅供給公社の委託を受けて,住 宅の利用

及び維持保全,居 住環境の整備を保持するために1967

年に設立 された財団法人4である。設立当時は,大 阪府住

宅供給公社の賃貸住宅補修の業務 を行っていた。

管理セ ンター下には,1978年 に9箇 所 に住宅管理事務

所が設置 されてお り,こ れ らが居住者の直接的な窓 口と

なっている(表3-1)。 センター職員の数はセ ンター雇

用の職員が237名 と大阪府からの派遣が83名,合 計320

名である。現在,大 阪府 においてはこの住宅管理事務所

を9箇 所か ら5箇 所に削減することに関する検討が行わ

れてお り,居 住者に対するサービス低下が危惧 される。

管理セ ンターは,団 地内の問題や居住者か らの要求に

ついて十分対処できておらず,管 理委託前よりも管理課

の負担が増えているとい う声や直接管理課に出向いて交

3.4自 治会および連絡員による管理業務

一S団 地 とY団 地を事例として一

事例 として扱 うS団 地 とY団 地は,1980年 代の建替

の際に大阪府か らモデル団地に指定 された住宅団地であ

り,広 い棟間隔,緑 の多い広場,住 宅の耐震設計などに

おいて特徴がある(表3-3)。

自治会が行 う管理業務は,日 常の共同部分の清掃や駐

車場の管理,そ して共益費・自治会費の徴収な どである。

清掃などは団地単位ではなく,数 棟 ごとに行ってお り中



には外部の業者 に清掃業務 を委託する場合もある。団地

の居住者で清掃を行 う場合には,共 用部分の清掃は入居

者全員でお こなうのが理想 的であるが,実 際は自治会が

中心となって行ってい ることが多い。

S団 地 とY団 地では,各 種催 しや部会などの 自治会活

動が活発に展開されている。S団 地においては,自 治会

の部会 として防災部,住 宅環境部,福 祉部,交 通対策部

な どがある。Y団 地においては園芸部が,団 地内の草花

の植え替え(花 壇)や 団地内の植木の勇定,肥 料や りな

どを行っている。 こうした活動が認 められ,Y団 地は市

から1990年 に緑化推進地域 の指定を受けた。こ うした活

動は,入 居者同士のコミュニケーションを図る機会や高

齢者の生きがいづくりの場 となっている。

自治会役員の任期は団地によって異なるが,連 続 して

何期も役員をやるとい う場合も多 く,S団 地でも一定の

居住者 らが長期にわたって自治会の運営を行っていた。

また,S団 地 とY団 地では,毎 年総会において関係報告

がなされていたが,一 部の自治会では,共 益費や 自治会

費の会計処理および報告は行われてお らず,ま たその義

務 も課 されていない。そのため自治会に対 して居住者が

不信感を持つ こともある。S団 地 とY団 地の 自治会活動

は活発であり,役 員は責任をもって役割を果た していた

が,団 地によって 自治会の自治能力には雲泥の差がある6。

十分な自治能力や住宅管理能力をもたない 自治会がある

にも関わらず,大 阪府にはそれ らをサポー トす る仕組み

はない。

自治会に加えて,居 住者に対す る管理業務の一端を担

っているのが連絡員である。連絡員は,管 理課お よび管

理センターからの広報類の配布,各 種の届出用紙の受け

渡 しなどの業務7を行 う,い わば居住者 と管理センターの

橋渡 しをする入居者である8。連絡員は自治会の推薦によ

って選ばれ,管 理センターから少額の委託料9を受 けてい

る。連絡員は,そ の役割を担 う人によって,仕 事の範囲

が異なっている。例えばS団 地では,連 絡員を通 じて事

務処理を行 うと処理に時間がかかるため,直 接管理セン

ターへ出向くことが多く,連 絡員制度が十分に機能 して

いない状況である。その一方で,連 絡員の中には高齢入

居者の福祉相談を受 けた り,行 政の福祉部局との連絡役

を引き受けた りと,団 地のキーパーソンとなっている場

合もある。団地の高齢化が進むにっれ,こ うした個々人

へのきめ細かなサービスが必要 とされているにも関わら

ず,十 分な対応が図られていないため,連 絡員が負担を

強いられている状況もある。

3.5大 阪府の公営住宅管理における問題点

大阪府下の公営住宅管理 における問題点は以下の5点

に集約す ることができる。

第1に 府営住宅の約30%に およぶ高齢者に対するケア

と低所得者に対する福祉施策 との連携のなさである。府

営住宅に対す る入居者が低所得者 ・高齢者を集住 させる

政策になっているにも関わ らず,そ れを十分ケアする体

制が整 っていない。大阪府の住宅マスタープランに福祉

への対応 が必要であるとの記述はあるが,そ れを実現す

るためのアクションプランの策定までには至っていない。

大阪府 内のケースワーカー も不足 している状況にあ り,

今後ますます進むであろう府営住宅における高齢化に柔

軟に対応 してい くことが求められる。

第2に 管理課,管 理センターによる管理システムの機

能不全である。まず,管 理課と管理センターの連携は非

常に希薄である。また,居 住者にとっては管理に関する

窓口が管理センターの管理事務所,連 絡員,時 には自治

会長 とば らばらである。居住者にとってわか りやすい管

理システムを整備 していくことが求められている。

第3に 大阪府の自治会に対す る管理業務の依存である。

高齢者や低所得者が集 中してお り管理が困難になってき

ているという事実を認識 しつつ も,自 治会をサポー トす

る体制づ くりを行えていない点に問題がある。中には事

例 として取 り上げた2団 地のように強い リーダーシップ

を発揮 して管理業務を実行 している団地もあるが,多 く

の自治会では,日 常の住宅管理や自治会活動を率いる能

力や体力が低下してきている。

第4に,管 理業務への居住者の参加が少ないことであ

る。管理に関する業務のほとん どが自治会任せになって

いる。また,自 治会役員も継続 して同じ居住者が就任 し,

なれあいが生 じていることもある。そのため自治会が住

民代表組織 として十分機能 しない場合も少なくない。

第5に,居 住者に対す る管理サー ビスの不足である。

近年ではバ リアフリー化など物理的改善は行われている

が,高 齢者ケアや入居者の福祉サービスへのアクセス確

保など人的サポー トについては具体的検討すら行われて

いない。管理には物的要素に加え人的要素があることを

行政が認識 して実行に移 していくことが重要である。

4.イ ギ リス に お け る居 住 者 管 理 組 織 の 定 義 と類 型

居 住 者 管 理 組 織(TMO:TenantManagement

Organisation)と は,広 義 に は居 住 者 主 導 で 住 宅 管 理 活 動



を行っている住宅組織 を指す。公営住宅居住者はTMO

を設立することによって,従 来自治体が行 う管理業務を

居住者主体で行 うことができる。TMOは 居住者が過半数

を占める理事会が,そ の活動方針や内容を決定 し,独 自

の予算 とスタ ッフによってその運営を行 う10。

TMOは,住 宅の所有形態によって大きく3つ に分類で

きる。1つ は居住者 らが住宅を共同で所有かつ管理 して

いる組織,2つ 目は住宅を所有せず管理のみを行ってい

る組織,3つ 目は組織のメンバーが市場において平等な

株 を所有 している組織である。これ ら3つ のタイプの組

織は,更 に居住者全員が組織のメンバーである組織 と,

居住者以外もメンバーになることが可能な組織に分類 さ

れる。

公営住宅におけるTMOは,2つ 目の住宅を所有せず管

理を行 うTenantManagementCo-operative(TMC)と の

EstateManagementBoard(EMB)に 大別 される11。TMC

はEMBよ りも地方 自治体か らの独立性が高 く,理 事会

メンバーは多 くの場合 コーポラテ ィブのメンバーによっ

てのみ構成されている。一方,EMBは 自治体 との関係が

強 く,地 方 自治体 と居住者代表 とのパー トナーシップに

よって運営 されてお り,ス タッフの中に自治体の出向職

員が含まれているのが特徴である。理事会メンバーは通

常,居 住者代表 と地方議員 と第3者 によって構成される。

5.イ ギリスの公営住宅管理における居住者参加と

居住者管理組織の発展

第2次 大戦後に急激に建設 された公営住宅は,そ の低

質 さや規模の大きさ,立 地の悪 さ,プ ランニングの悪さ

などによって,次 第に荒廃 し,管 理が困難になっていっ

た。荒廃 した公営住宅への不満がモチベーションとなり,

1960年 ～70年 代にかけて,公 営住宅管理における居住者

参加が本格化 した。特に,1979年 に導入 された公営住宅

団地の改善事業(PriorityEstateProject:PEP)は,住 宅管

理の地域分権や住民参加の促進に大きく貢献 した。PEP

は地域べ一スの住宅管理 と居住者参加を本格的に導入 し

た初の公的事業であり,近 隣オフィスの配置や コミュニ

ティワーカーの雇用,定 期的なコンサルテーシ ョンが積

極的に取 り入れ られた。

様々な居住者参加のムーブメン トが実を結び,1980年

には 「住民憲章(Tenants'Charter)」 が導入 された。これ

は情報公開を請求す る権利や家主である自治体 と協議す

る権利 を認めたものである。さらに1985年 の住居法では

自治体は住宅管理における変更の際に,居 住者 と協議す

ることが義務づけられ,賃 貸借契約の条件,法 的権利,

自治体の住宅修繕の義務,コ ンサルテーシ ョンのア レン

ジなどの情報を文書で示すことが求められた。また同年

荒廃 した地域における管理困難な公営住宅の改善を目的

としたEstateActionが 開始 された。この事業はPEPと 同

様 に,住 民 参 加 を 通 じて 住 宅 管 理 及 び 団 地 改 善 を 行 うも

の で あ り,こ の 事 業 実 施 がTMO設 立 の き っ か け と な っ

た ケ ー ス も多 い。 公 営 住 宅 団 地 再 生 事 業 のEstateAction

とTMO設 立 との 関係 に つ い て 見 て み る と,42%のTMO

がEstateActionの 実 施 後 に 設 立 され て い る・1:,。PEPや

EstateActionと い っ た 公 営 住 宅 改 善 事 業 は住 宅 管 理 に 主

体 的 に 関 わ ろ う とい う居 住 者 の 意 識 を 高 揚 させ,荒 廃 し

た 公 営 住 宅 団 地 に お け るTMOの 設 立 を誘 発 した ・n)。

1986年 の住 宅 都 市 計 画 法 で は,自 治 体 は居 住 者 管 理 組

織 の 設 立 を 申 し出,住 宅 管 理 を 他 の組 織 に 委 譲 す る こ と

が 可 能 に な り,居 住 者 の 住 宅 管 理 に 関 す る トレー ニ ン グ

や 教 育 を 促 進 す る た め の セ ク シ ョン16補 助 金 制 度 も 同

時 に 創 設 され た。 こ の1986年 住 宅 及 び 都 市 計 画 法 は,

TMOの 発 展 に 大 き く寄 与 した 。 これ 以 前 に も,1975年

住 居 法 に よ っ て,自 治 体 は,公 営 住 宅 管理 の 責 任 を 居 住

者 コー ポ ラテ ィ ブ に 委 任 す る 権 利 が認 め られ て い た が,

TMOの 設 立 数 の 増 加 に は 大 き く影 響 しな か っ た。

1988年 住 居 法 で は 「住 民 の選 択 権(Tenants'Choice)」

が 導 入 され,居 住 者 は 家 主 の選 択 権 を 得 た。 これ に よ っ

て 家 主 が 代 わ っ た 事 例 は1件 だ け で あ った が,自 治 体 は

この 権 利 が 行 使 され る こ とに よ っ て所 有す る住 宅 ス トッ

ク が 減 少 す る こ と を恐 れ,こ れ を回 避 す る た め に,よ り

積 極 的 に 住 民 参 加 の 制 度 を取 り入 れ る よ うに な っ た 。 更

に,1993年 に は 公 営 住 宅 の 管 理 に 強 制 的 競 争 入 札 制 度

(CompulsoryCompetitivetendering:CCT)が 導 入 され た 。

これ は入 札 を行 う際,住 宅 管 理 の 契 約 内容 に つ い て 住 民

と協 議 す る こ とを 義 務 付 け て い る。 これ ら2つ の 制 度 導

入 に よ って 自治 体 に一 種 の競 争 原 理 が持 ち 込 ま れ,自 治

体 は サ ー ビ ス の 供 給 や 住 宅 管 理 シ ス テ ム を 再 考 す る 必 要

に 迫 られ た の で あ る。

1994年 に は 「管 理 の 権 利(RighttoManage:RTM)」 が

導 入 さ れ,居 住 者 が 管 理 組 織(TenantManagement

Organisation:TMO)を 組 織 す る た め の 手 続 き が確 立 した 。

これ は,TMOや 居 住 者 の 住 宅 管 理 に 対 す る責 任 の 範 囲 拡

大 を 求 め る動 き に 対 応 して制 定 され た 。RTMが 制 定 され

た こ とで,居 住 者 は ど うす れ ばTMOを 設 立 で き るか と

い う こ と が 明確 に な り,TMOの 設 立 に 拍 車 を か けた12。

ま た,居 住 者 が 管 理 組 織 を設 立 しそれ を維 持 す る こ とで

き る能 力 が あ るか を 判 定 す る仕 組 みや 設 立 をサ ポ ー トす

る仕 組 み も整 え られ た 。

1970年 代 以 降,居 住 者 参 加 の 法 的 枠 組 み が 整 え られ て

い く な か でTMOは 徐 々 に そ の 数 を 増 や し て い っ た 。

TMOが イ ギ リス で 初 め て 設 立 され た の は1970年 代 半 ば

で あ る が,そ の 叢 生 期 は1990年 以 降 で あ り,そ の 数 は全

体 の73.4%に も上 る。1997年 時 点 で は169,2000年 時

点 で は200のTMOの 存 在 が確 認 され て お り,そ の うち

110が ロ ン ドン で 設 立 され て い る。 ま た,管 理 戸 数 で

は,イ ン グ ラ ン ド内 の68297戸 の 公 営 住 宅(総 戸 数 の2%)



がTMOに よ っ て 管 理 され て い るtla)。

6。TMOの 設立過程 とその仕組み

RTMを 行使するTMOの 設立には,図 のようなプロセ

スを経る必要がある。設立に際 して,ま ず重要なことは,

組織規則(Constitution)を 採用す ることである。組織規

則によって,居 住者組織は,TMOと して管理する地域 を

指定することやその地域の居住者に対 して説明責任を果

たすこと,居 住者全員がメンバーシップになれること,

居住者の最低20%が メンバーであること等が定められ

る。 こうした条件を満た した組織だけがTMOの 設立に

むけて手続きを経 ることができる。TMOの 設立手続 きは

大きくフィジ ビリティスタディとディベ ロップメン トプ

ログラムに分かれている。各プロセスの内容を図6-1

に示す。どちらのプロセスにもセクション16エ ージェン

シーと呼ばれる組織が関与する。 この組織は一定の基準

を満た した民間 ・非営利組織で,中 央政府によって指定

されている。居住者組織はそのリス トから1つ の組織を

選択する。セクシ ョン16エ ージェンシーは,居 住者組織

がTMOを 設立するための作業計画の策定や居住者 トレ

ーニングのア レンジ,TMOの 能力査定,管 理契約の作成

な どの責任 を持っ。

査定に合格するとTMOの 設立準備が始まる。TMOは,

自治体から管理業務を引き継 ぐにあたって,管 理契約 を

結ばねばならない。そのためTMOが 引き継 ぐ管理業務

とその達成手段,達 成すべき目標 などを含む管理契約案

を作成 し,こ れをもって 自治体 と締結交渉を行 う。 この

契約内容によりTMOの 責任の大きさが決定される。

設立過程における資金は,セ クシ ョン16グ ラン トと呼

ばれる補助金が国(75%)と 自治体(25%)か ら支給される。

また,注 目すべき点は,設 立準備過程において3回 も住

民の意思を確認す る機会が設けられていることである。

賛否確認は個別調査か投票などの方法で行われ,過 半数

委譲の賛成 を得 られれば次の段階に進むことができる。

TMOは,基 本的に独 自の予算 を持つことが可能である13。

つま り,一 定の制約はあるが,TMOは 自治体か らの委託

金の使途について自由裁量がある。そのため管理にかか

るコス トを効率的に削減 した り,一 定の収益活動を行 っ

て得 られた余剰金をプール し団地管理に投資 した りする

ことが可能である。TMOは 自治体のエージェンシーとし

て位置付けられているが,TMOは かな り大きな裁量を持

つことが可能である。ただ し,自 由裁量は大きいと言 う

ものの,TMOは 自治体の対応 について 「TMOを コン ト

ロール したがる」14と批判的であった。

7.TMOの 具体的活動実態 一2つ のケーススタディー

7.1ウ ェス トミンスターバラカウンシル

1)地 区の概要と区の公営住宅管理に関す る政策

ウェス トミンスター区には,14800戸 の公営住宅があ

り,全 住宅ス トックの13.4%を 占める。ウェス トミンス

ター区は,イ ンナーロン ドンと呼ばれるロン ドン都心部

に位置する他区よりも,公 営住宅ス トックが少なく,貧

困度も低い地域である・lc・)。以前は22000戸 ほどのス トッ

クを抱えていたが購i入権政策や 自主移管等によって現在

の戸数にまで減少 した。公営住宅団地内に持家層が居住

するよ うになり,払 い下げ られた住戸が再び一般の賃貸

住宅市場に流れ,団 地内の ソーシャル ミックが進んだ。

ウェス トミンスター区は,1995年 か らCCTの 下で公

営住宅の管理を民間に委託 してお り,18あ る地域の うち

15地 域が契約企業によって,3地 域が居住者管理組織に

よって管理 されている。2002年4月 か らは,中 央政府の

新 しい試みであるアーム レングス住宅管理会社を設立し,

これまで区が保持 していた公営住宅管理業務の権降を委

譲することになっている。区内には大小15のTMOが 活

動 してお り,そ の活動内容及び各TMOの 権限も組織の

規模によって様々である。

2)ピ ム リコ ・ビ レ ッジ ・ハ ウ ジ ン グ ・コー プ

ピム リコ ・ビ レ ッ ジ ・ハ ウジ ン グ ・コー プ(PVHC)

は,1997年 に 設 立 され,964戸 の 住 戸 を 管 理 して い る

TMOで あ る 。 居 住 者 が オ ー ナ ー で あ り,家 主 で あ る

WestminsterCityCouncilと の 管 理 契 約(Management

Agreement)に も とつ い て 運 営 され て い る 。

TMO設 立 の 最 大 の動 機 は,区 の 住 宅 管 理 に対 す る居 住

者 の 不満 で あ っ た 。 団 地 の 設 立 当 時 か ら居 住者 組 織 が あ



り,彼らは以前か ら住宅管理への参加 を望んでいた。1994

年にRTMに よって制度が確立されたことが契機 となっ

て,TMO設 立にこぎついた。TMO設 立に向けて活動を

開始 してか ら実際に活動に至るまでに3年 を費や してい

る。 ウェス トミンスター区は,比 較的居住者参加に積極

的であった こともTMO設 立を促進 したといえる。

〈組織構成〉

組織の最高機 関である理事会は,現在12名 の居住者代

表で構成され(議 席は15),そ の下に庶務 と財政,環 境

整備に関する副理事会が3つ 設けられている。理事会は,

£1で メンバー となった居住者が代表を選出する。現在

メンバーは500人 ほどである。この団地は,世 帯の35%

が持家層であ り,理 事会メンバーの構成 も,1/3が 借家

人で2/3が 持家層である。また,PVHCは,ウ ェス トミ

ンスター区内でも比較的規模の大きな組織であり,現 在

有給職員を38人 抱えている。

〈管理業務 〉

主な管理業務は,こ れまで区が行ってきた業務のほ と

んど全てであ り,具 体的には庭 の整備 や 団地内清掃,

大 規模 修繕,日 常的修繕 な どを行 って いる。業務 の

ほとん どはPVHCが 直接雇用 している職員が担当する。

定期的に居住者を対象 とした調査を実施 してニーズを把

握 している。最近では団地の安全 と美観 に対する要望が

強いことか ら警察 と協力体制をとりつつ,街 灯の整備や

セ キュリティ ドアの導入,CCTVの 導入,落 書消 し,ガ

ーデニングなどを行っている。逆に,PVHCが 請け負っ

ていない業務は,持 家層から管理サービス料を徴収する

ことと借家人か ら家賃を収集することである。また,新

規入居者の選定については,一 定の制限が設けられてい

る。団地内には150戸 のシルバーハウジングがあり,ウ

ォーデ ンが区か ら派遣されている。PVHCは ウォーデン

を直接雇用することを望んでいるが,現 在はウォーデン

の業務管理のみを行 っている。コミュニティ活動につい

ては,基 本的にPVHCと は別 に存在す る居住者組織

(ResidentAssociation)が 主体的な役割を担っている。

PVHCは,居 住者組織が活動す るための財政的 ・人材的

補助を中心とした活動をしている。

PVHCの 管理活動に対する居住者の評価は,PVHC独

自の満足度調査の結果から判断 して概 して高い。PVHC

のデ ィレクター も職員 と居住者 との良好な関係を強調 し,

管理業務を担 う者が現場に密着す ることで管理パフォー

マンスを高めることができると言 う。また,ウ ェス トミ

ンスター区の担当者もTMOの パフォーマンスについて

一定の評価 を下 している。 しか し,そ れはあくまで居住

者にとってのパフォーマンスの高さに対するものであり,

自治体にとってはコス ト増となっている。

<財 政>

PVHCの 歳入は,そ の95%が ウェス トミンスター区

か らの委託金である。歳入額は平均 して年約 £120万 で

ある。大規模工事の予算はこれ と別であり,毎 年 どのよ

うな工事をするかによって予算は異なる。委託金の使途

は,区 との管理契約をべ一スに,PVHCの 理事会で決定

され る。管理契約 には達成 目標も示されてお り,こ れを

達成するための手段はPVHCが 決定できる。

7,2カ ム デ ンバ ラ カ ウ ン シ ル(カ ム デ ン区)

1)地 区 の 概 要 と区 の 公 営 住 宅 管 理 に 関す る政 策

カ ムデ ン 区 に は28200戸 の公 営 住 宅 の ス トッ ク を 有 し,

全 ス トック の30.6%を 占 め る。 カ ムデ ン 区 は 全 国 的 に

も貧 困度 が 高 く,全 英 の衰 退 度 順 位 が17位,ロ ン ドン 区

内 で は9位 の低 位 に あ る ・IE)。

1970年 代 半 ば か ら所 有 型 の コー プ 住宅 が5,6つ 建 設

され,80年 代 に は コ ー プ 住 宅 の ネ ッ トワ ー ク が 形 成 され

て い っ た 。 こ の よ うな コー プ 住 宅 の 普 及 に影 響 され,カ

ム デ ン 区 で も公 営 住 宅 管 理 にお け る居 住 者 の権 利 が 要 求

され る よ うに な り,現 在 のTMOに 発 展 した15。 カ ムデ ン

区 で は1991年 に最 初 のTMOが 設 立 され た。1990年 代 半

ばPEPやEstateActionな どの 団 地 改 善 事 業 の過 程 に お い

て,カ ム デ ン 区 は居 住 者 に管 理 の 権 限 を委 譲 す る こ と に

積 極 的 で な か っ た 。 現 在 で もTMOに 対 して 否 定 的 で あ

る。 しか し現 在 カ ム デ ン 区 に はTMOが8つ あ り,こ れ

らが 管 理 す る戸 数 は 全 戸 数 の7%に 相 当す る。

2)AgarGrove(ア ー ガ ー ・グ ロー ブ)団 地

ア ー ガ ー ・グ ロー ブ 団 地 は ロ ン ドンの 中 心 部 カ ム デ ン

地 区 に 位 置 す る。 団 地 は2つ の 鉄 道 に 隣 接 して お り,他

地 域 か ら隔 離 され て い る状 況 に あ る 。

同 団 地 は1つ の18階 建 て 高 層 住 宅Lulworth(137戸)

を含 む,247戸 の 団 地 で あ る。1965年 に建 設 され た が,

自治 体 に よ っ て 十 分 な補 助 金 が 投 じ られ ず,十 分 な 管 理

は行 わ れ な か っ た 。そ の た め,団 地 は 徐 々 に 荒 廃 し始 め,

犯 罪 率 の増 加,バ ン ダ リズ ム な どの 問題 が 深 刻 化 して い

っ た 。住 居 侵 入 に よ る窃 盗 が 非 常 に 多 く,1990年 の 初 め

に は86%の 入 居 者 が移 転 を希 望 して いた 。1992年 に 行 わ

れ た 調 査 に よ る と,高 層 住 宅 の 転 居 率 は 低 層 の も の と比

べ て 高 く,54%が 転 居 を 希 望 して い る。 そ の理 由 は,エ

レベ ー ター 付 近 の 安 全 に 対 す る不 安,居 住 者 の悪 行 な ど



である。高層の空家率は22%で 低層6%の3倍 以上であ

る。また高層住宅での平均居住年数はたったの2年 間で

あることもこれを裏付ける。アーガー ・グループ団地に

は若い居住者が多 く,1992年 時点で約32%が16歳 以下

で構成 されている。また人種の構成は67%が 白人であり,

その他はアフ リカンおよびアジア系である。

〈アーガー ・グローブ団地管理委員会の設置過程 〉

居住者組織(TenantAssociation)は,自 治体や環境省

と団地の改善に関する協議 を行 うために運営委員会を発

足させ,団 地内の安全や管理に関 して協議を重ねるよう

になる。その後,1992年 にEstateActionプ ログラムの補

助金 £140万 を獲得することに成功 し,CCTVの 設置や

エ レベーターの改善,コ ンシェルジュの配置24時 間,地

域事務所の設置が実現 した。 しか し,こ うした物的な改

善は進んだが,居 住者の管理に対する意識が低 く,改 善

された団地の環境を維持することができなかった。1994

年,居 住者組織は居住者のための居住者による管理 を目

指 し,TMOを 設立することを自治体 に申し出,運 営委員

会のメンバーは2年 間の管理業務に関する トレーニング

を受けなが ら設立準備を進めた。この トレーニングには

環境省が4分 の3,自 治体4分 の1の 補助金が支給 され

た。そ して1996年12月 に居住者組織は自治体 と管理契

約(ManagementAgreement)を 締結 しTMOの 設立に至

った。アーガー ・グローブTMOに よって管理 されてい

るのは高層住宅棟137戸 である。

〈TMOの 組織構成 〉

アーガー ・グロ・一・一・ブTMOは 居住者によって選出され

た3名 の居住者代表 を含む計14名 で構成 されている。理

事会のメンバーはボランテ ィアである。団地の管理方針

な どの意思決定はこの理事会が責任 を持つ。清掃業務は,

外部 と契約を交わす と高額になるため,理 事会のメンバ

ーによって行われている。夜間の警備 は外部のセキュリ

ティ会社に委託 している。団地の実質的な住宅管理業務

を行 うスタッフは計7名 お り,そ の役割はハ ウジング ・

マネージャー1名,コ ンシェルジュ3名,エ ンジニア2

名,ペ イ ンター ・クリーナーのスタッフである。

〈活動内容〉

アーガー ・グローブTMOに よる住宅管理は,カ ムデ

ン自治体との管理契約に基づいて行われ る。TMOの 責任

において行われ る住宅管理は,大 規模修繕,清 掃,住 民

のケア,家 賃徴収,自 治体への改善費用の要求のなどで

ある。TMO設 立以前の住宅管理は,団 地から20分 ほど

はなれたカムデン区住宅事務所によって行われていたが,

居住者は区の住宅管理に対 して大きな不満は持 っていた。

TMOが 居住者に対して行ったアンケー ト調査では,概

ねTMOの 管理業務には満足 している。特に問題解決へ

の迅速な対応が評価 されている。 しか しその一方で,居

住者が管理に積極的でなく,TMOま かせになっているこ

と を 問 題 視 す る 声 も あ る。

〈財 政 〉

アー ガ ー ・グ ロー ブTMOは3ヶ 月 ご とに カ ム デ ン 自

治 体 か ら団 地 の 維 持 ・管 理 費 お よび ス タ ッ フ の給 与 を含

む 補 助 金 を支 給 され る。 そ の ほ とん どが カ ムデ ン 区 か ら

の 委 託 金 で あ る 。 ま た,都 市 再 生 統 一 予 算 で あ るSRB

(SingleRegenerationBudget)等 も利 用 され て い る。

8.イ ギ リスモデルか ら学ぶ公営住宅の管理システム

これまでの 目英公営住宅管理の実態について,そ の問

題点や利点を比較 し,日 本が学ぶべき点を考察する。

(1)公 営住宅管理の主体

日英両国の事例で明 らかに異なる点は,主 たる管理主

体が誰であるかが明確か否か とい う点である。イギリス

では団地内にTMOの 事務所があ り,管 理契約に基づい

てTMOが 管理の実務を行っている。TMOは 一定の範囲

内で管理活動に対す る裁量を持ってお り,自治体はTMO

への財源配分 と活動監督を行 う。 こうした役割分担は,

管理規約に記載 されている。基本的に,住 宅管理に関す

る大枠の政策立案など戦略的な役割を担 うのが自治体で

あ り,地 域 に密着 して管理業務を行 う実践的役割 を担 う

のがTMOと,役 割分担が明確である。一方大阪府営住

宅では,居 住者に対する窓 口が一本化 されていない。基

本的には,連 絡員もしくは管理センターが窓 口となるの

だが,実 際には団地や直面する問題によって,窓 口は府

であった り管理センターであった り自治会長であった り

す る。府 と管理センターの間では業務内容が取 り決めら

れているにも関わ らず,実 態は管理セ ンターが十分に役

割を果たしていないため,府 は業務委託をしている意味

がない。居住者にとって分か りやす くかつ質の良いサー

ビスを提供するために,各 主体の役割分担を明確にする

ことは不可欠であろう。

(2)公 営住宅管理における居住者参加

公営住宅管理への居住者参加 にっいての相違点は,イ

ギ リスでは法律に居住者参加が明記 されてお り,参 加を

促進 ・支援する制度や手段が整備 されている点である。

TMOで は,居 住者がTMOの 理事であ り,理 事会によっ



てその運営 ・活動内容がコン トロール されている。理事

は,居 住者によって選出される。一方 日本では,居 住者

が意思決定過程に参加 できる制度やそれを支援する環境

が整備 されていない。 自治会役員選出も適切であるとは

言えない。居住者の参加は,住 宅管理の質を向上 させる

ことにつながる。日本でも,居住者代表を適切に選出し,

彼 らが管理主体の意思決定過程へ参加できる体制を整 え

ることが必要であろ う。

しかし,居 住者代表以外の居住者は参加に消極的であ

る。 これは日英に共通 して見 られる光景である。イギ リ

スでTMOが 成 り立っていることも,日 本で自治会が中

心 となって管理をおこなっていることも,実 は積極的に

活動を進 めていくキーパー ソン(居 住者代表や 自治会役

員)に 大きく依存 している。 こうした状況を踏まえて居

住者参加の法的枠組みや制度及び居住者組織を支援する

制度を整備す る必要である。

(3)モ ニタリング

管理主体の活動を,そ の上位機関やサービス利用者(一

般居住者)が 監視 ・指導する体制に 日英の相違が見られ

る。上位機関,つ ま り管理業務を委託する側からのモニ

タリングであるが,ロ ン ドンの各区と比較すると,大 阪

府は,管理委託をしている管理センターの活動に対 して,

監視 ・指導す る体制が不十分である。調査を行 った各区

では,TMOは 自治体や居住者に対して活動や会計報告の

義務があ り,TMOの 活動を定期的に評価 している。この

モニタ リングはTMOに とって圧力であると反発 される

こともあるが,説 明責任 を果たすための制度 として必要

不可欠である。一方,大 阪府では,管 理センターは会計

報告義務 を負 ってはいるが,そ の活動は評価 されておら

ず,そ の機能不全の状況は指導も改善 もなされていない。

サービス利用者(一 般居住者)に よるモニタリングに

も,大 きな違いがある。イギ リスでは,TMOは 居住者に

も定期的に活動報告を行 う。また全居住者へのTMOの

活動に対する満足度調査なども実施 している。府営住宅

では,居 住者が管理セ ンターの業務 を評価す る仕組みは

な く,自 治会もその活動や会計を居住者に報告する義務

はない。モニタ リングや活動評価 を行 うことを通 じて,

管理主体のアカ ウンタビリティ向上が求められる。

(4)公 営住宅管理の効率性

自治体サイ ドから見る限 り,目 英両国とも,住 宅管理

の効率性は低い。イギ リスでは,自 治体がTMOを モニ

ターする費用分だけ,TMOに よる管理の方が 自治体独 自

で行 う管理 よりも費用がかかる。しかし,TMOの 管理は

居住者のニーズを反映 して行われているため,パ フォー

マンスは自治体が直接管理 を行っていた ころよりも向上

してお り,居 住者の満足度は高くなっている。

大阪府では,自 治体の財政難を緩和するため,住 宅管

理を委託 し自治体職員の人件費を削減するはずであった

が,そ の人件費分は管理センターへの管理委託料になっ

てお り,実 質的な効率化 となっていない。また管理セン

ターのパフォーマンスは低下 しているとの声もある。官

僚主義 的な業務の効率化ではな く,居 住者の住環境維

持 ・改善を優先 した効率化 を進める必要がある。

(5)住 宅管理の専門性

住宅管理 を担 う居住者代表の,住 宅管理に関する専門

性についても日英間で大きな差がある。TMOで は,住 宅

管理に対す る知識が豊富な職員が管理を行っている。そ

の職員は,過 去に住宅管理や住宅供給に精通 した団地外

部の者であった り,非 営利組織や 自治体か ら住宅管理に

関する トレーニングを受けた居住者である。TMOの よう

に組織 を作 り住宅管理を一手に引き受ける場合,職 員や

意思決定を行 う居住者は一定の知識が必要となる。管理

に関す る トレーニングが提供 される環境が整っているこ

とと専門性を持っ者が管理を行 っていることは,イ ギリ

スの居住者管理が有効に機能 している1要 因であろう。

大阪府では,居 住者が 自治会を通 じて管理に関わって

いるものの,彼 らに とって住宅管理や組織運営の方法な

どについて学ぶ場が設けられているわけでもなく,専 門

性 を得るための支援す ら行われていない。居住者参加を

支援する制度 とともに居住者が住宅管理や組織運営に関

する専門性を習得するための支援 も必要であろう。

9.ま とめ

一公的賃貸住宅管理におけるEI本 型モデルの提案一

高齢化 ・低所得化の進む 目本の公営住宅において,前

章の要件 を満たす管理システムを構築するには,ま ず,

第3セ クター等による効率性の低い管理システムの抜本

的な改革と居住者参加及び居住者の活動を支援する体制

の整備が必要であると考える。

大阪府の場合,具 体的には,既 存の9つ の地域事務所

を基本 として住宅管理センターを分割民営化 し,地 域に

密着 した独立採算制の管理会社に改変する。但 し,完 全

な民営化ではなく管理会社はNPO法 人とす る。府は基本

的に,不 動産の所有と公営住宅に関する政策の立案,管

理会社の活動監督などの役割を担い,管 理会社は,居 住

者の選定か ら入居契約,予 算の執行 に関する一連の住宅

管理業務 を府から受託す る。管理業務の内容や達成 目標

などは,府 と管理会社の管理契約のなかで明確 に示す。

また,管 理会社は,府 からの委託金 を効率的に利用 し余

剰金を生み出した り,一 定の制限のもとで収益活動(民

間マンシ ョンの管理 など)を 行 うことが可能であり,こ

うした余剰金を公営住宅の更なる改善や地域 コミュニテ

ィの育成に利用す る。

各団地における管理実務の執行体制については,各 団

地(も しくは一定数の住戸ごと)に管理人を配置するか,

数人が定期的に地域 内の団地を巡回する制度を設ける。



管理人や巡回人には一定の管理能力が求められ,日 常的

な管理業務や高齢者の見守 りなどを行 う。管理人や巡回

人が居住者ニーズに対応 できるように,管 理会社は修繕

委託業者だけでなく行政の福祉部局やボランティア団体

との連携体制を構築 し,住 宅の物理的管理だけでなく,

高齢者のケア供給やコ ミュニティ育成支援などを行 う。

管理会社は,地 域に密着 した組織でなければならず,

居住者参加 を原則 とす る。管理会社の理事には,居 住者

代表の議席を設 け,サ ー ビス利用者側か らの活動監督や

居住者ニーズをダイ レク トに意思決定システムに反映さ

せることを可能にす る。居住者代表理事には,既 存の 自

治会役員が就任することも可能であるし,自 治会が管理

会社の監督の役割を担 うことも可能であろう。また,管

理会社は,居 住者ボランティア制度 を設けた りイベ ン ト

を催 した りすることで,楽 しみやいきがいとしての住宅

管理を促進 し,活 動が活発な既存の自治会やキーパー ソ

ンとなっている居住者 らの活動を活か しつつ,各 団地に

適 した居住者参加の方法を模索することが望まれ る。

このよ うな管理体制は,す ぐにすべてが実現可能 とな

るものではないが,制 度や仕組みを部分的に採用するこ

とは不可能ではない。また,大 阪府だけに限 らず,他 の

自治体や公団 ・公社 といった公的賃貸住宅の管理におい

ても,こ うしたイギリスモデルの応用が管理パフォーマ

ンスの向上につながる と考える。

この研究 をす す めるにあ たって,多 くの方 々か らの ご協 力を い

ただ いた。 こ こに記 して謝意 を示す。

<注>
1図 は社会 住宅(住 宅 協会 に よっ て供 給 され た住 宅)も 含む

2S団 地 とY団 地の居住 者 に対する ヒア リングに基 づい ている

3公 営住宅 の管理 は
,地 方 自治法 におい てその管理 を公共団 体

又は公共 的団 体 に委託 す るこ とが でき る と定め られ てい る。
4当 時の名 称は

,大 阪府住 宅 団地サー ビスセ ンター であ ったが,

1986年 に改称 してい る。
5S団 地 とY団 地 の居住者 に対す る ヒア リングに基 づい てい る

6管 理課 に対 す る ヒア リングに基づい てい る

7そ の他
,共 同施設 の鍵 の保 管,住 宅返還 時の鍵 の受領,火 災,

緊急 事故発 生時 の住宅 管理事務 所 とそ の他関係機 関へ の連

絡,通 報,居 住者 か らの修繕依 頼 を管 理事務所 に連絡 な ど
8任 務期 間 は任 命 され て か ら退去す るまでで

,業 務 時間 は午後

6時 か ら7時,も しくは連絡 員が任意 に定め る一 時間で,日

曜 日 ・祝 日は休 みで あ る。
9連 絡 員 の月額基 本委託 料 は住 宅戸数 に よって決 め られ て い

る。0～49戸:7,000円,50～99戸:9,000円,100～149戸:

9,500円,150～199戸:1O,OOO円,200戸 ～10,500円 。 これ

に加 えて,施 設の 故障 の対応 ・報 告 を行 った際 には随時委託

料 が支払 われ る。エ レベ ー ター一基:3,000円,受 水槽 一基:

3,000円,汚 水 処理場 一基:500円 。
10TMOの 大 きさや 管理 業務 の委託 の レベ ル によって独 自の財

源や ス タ ッフ を持 たな い場合 もある
11正 確 に言 うとTMCは 居 住者全員 が メンバ ーで はない場合 が

あ り,こ の点 でコー プ住宅 と異な っている。
12研 究 者 らへのイ ン タ ビュー よ り

13RTMで は独 自の会 計 を持 つ ことは認 め られて いるが
,自 治

体 に よっ て管理 契約 の 中でそれ を承 認 しない ところ もあ る。
14PVHCの デ ィレク ター へ のイ ンタ ビュー よ り

15カ ムデ ン区職 員へ のイ ンタ ビュー よ り
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